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Ⅰ 医療計画制度についてⅠ 医療計画制度について
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趣旨

医療計画制度について

○ 各都道府県が、厚生労働大臣が定める基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道

府県における医療提供体制の確保を図るために策定。

○ 医療提供の量（病床数）を管理するとともに 質（医療連携・医療安全）を評価

趣旨

○ 医療提供の量（病床数）を管理するとともに、質（医療連携・医療安全）を評価。

○ 医療機能の分化・連携（「医療連携」）を推進することにより、急性期から回復期、在宅療養に至るま

で、地域全体で切れ目なく必要な医療が提供される「地域完結型医療」を推進。

○ 地域の実情に応じた数値目標を設定し PDCAの政策循環を実施○ 地域の実情に応じた数値目標を設定し、PDCAの政策循環を実施。

記載事項

○ 四疾病五事業（※）に係る目標、医療連携体制及び住民への情報提供推進策

○ 居宅等における医療の確保 ○ 医師、看護師等の医療従事者の確保 ○ 医療の安全の確保

○ 二次医療圏、三次医療圏の設定 ○ 基準病床数の算定 等

※ 四疾病五事業･･･四つの疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）と五つの事業（救急医療、災害時における医療、へき
地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む））をいう。

【 基準病床数制度 】

◇ 二次医療圏等ごとの病床数の整備目標であるととも
に、それを超えて病床数が増加することを抑制するた
めの基準となる病床数（基準病床数）を算定

【 医療連携体制の構築・明示 】

◇ 四疾病五事業ごとに、必要な医療機能（目標、医療
機関に求められる事項等）と各医療機能を担う医療
機関の名称を医療計画に記載し 地域の医療連携体めの基準となる病床数（基準病床数）を算定。

◇ 基準病床数制度により、病床の整備を病床過剰地域
から非過剰地域へ誘導し、病院・病床の地域偏在を是
正。

機関の名称を医療計画に記載し、地域の医療連携体
制を構築。

◇ 地域の医療連携体制を分かりやすく示すことにより、
住民や患者が地域の医療機能を理解。 2



医療法の改正の主な経緯について

改正年 改正の趣旨等 主な改正内容等

昭和２３年
医療法制定

終戦後、医療機関の量的整備が急務とされる中で、
医療水準の確保を図るため、病院の施設基準等を整備

○病院の施設基準を創設

昭和６０年
第一次改正

医療施設の量的整備が全国的にほぼ達成されたこと
に伴い、医療資源の地域偏在の是正と医療施設の連携
の推進を目指したもの。

○医療計画制度の導入
・二次医療圏ごとに必要病床数を設定

の推進を目指したもの。

平成４年
第二次改正

人口の高齢化等に対応し、患者の症状に応じた適切
な医療を効率的に提供するための医療施設機能の体系
化、患者サービスの向上を図るための患者に対する必
要な情報 提供等を行 たも

○特定機能病院の制度化
○療養型病床群の制度化

要な情報の提供等を行ったもの。

平成９年
第三次改正

要介護者の増大等に対し、介護体制の整備、日常生
活圏における医療需要に対する医療提供、患者の立場
に立った情報提供体制、医療機関の役割分担の明確化

○診療所への療養型病床群の設置
○地域医療支援病院制度の創設
○医療計画制度の充実に立った情報提供体制、医療機関の役割分担の明確化

及び連携の促進等を行ったもの。
○医療計画制度の充実
・二次医療圏ごとに以下の内容を記載

地域医療支援病院、療養型病床群の整備目標
医療関係施設間の機能分担、業務連携

平成１２年 高齢化の進展等に伴う疾病構造の変化等を踏まえ、 ○療養病床、一般病床の創設
第四次改正 良質な医療を効率的に提供する体制を確立するため、

入院医療を提供する体制の整備等を行ったもの。
○医療計画制度の見直し
・基準病床数へ名称を変更

平成１８年
第五次改正

質の高い医療サービスが適切に受けられる体制を構築
するため、医療に関する情報提供の推進、医療計画制度

○都道府県の医療対策協議会制度化
○医療計画制度の見直し第五次改正 するため、医療に関する情報提供の推進、医療計画制度

の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進、地域
や診療科による医師不足問題への対応等を行ったもの。

○医療計画制度の見直し
・４疾病５事業の具体的な医療連携体制を位置付

け
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Ⅱ 医療計画の見直しについて

・医療計画の見直し等に関する検討会取りまとめ意見
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医療計画の見直しについて
（医療計画の見直し等に関する検討会取りまとめ意見（平成23年12月16日））

１．二次医療圏の設定について

二次医療圏の人口規模が医療圏全体の患者の受療動向に大きな影響を与えており、二次医療圏によっては次医療圏 人 規模 医療圏 体 患者 受療動向 大きな影響を与え おり、 次医療圏 よ は

当該圏域で医療提供体制を構築することが困難なケースもある。

「医療計画作成指針」において、一定の人口規模及び一定の患者流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設

定の考え方を明示し、都道府県に対して、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考え

られる場合は、見直しを行うよう促すことが必要である。

２．疾病・事業ごとのPDCAサイクルの推進について

疾病・事業ごとに効率的・効果的な医療体制を構築するためには、医療計画の実効性を高める必要があり、そ

のため、

・まず、全都道府県で入手可能な指標等を指針に位置づけ、都道府県がその指標を用いて現状を把握すること

・さらに、把握した現状を基に課題を抽出し、課題を解決するに当たっての数値目標を設定し、その目標を達成

するための施策等を策定すること

・また、定期的な評価を行う組織（医療審議会等）や時期（１年毎等）を明記し、施策等の進捗状況等の評価を行

うとともに、必要に応じて施策等を見直すこと

・最後に、これらの情報を住民等に公開すること

とい たプ セスを「医療計画作成指針 に明示することが必要であるといったプロセスを「医療計画作成指針」に明示することが必要である。
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３．在宅医療に係る医療体制の充実・強化について

医療連携体制の中で在宅医療を担う医療機関等の役割を充実・強化するため、「在宅医療の体制構築に係

る指針」を示し、医療計画に定める他の疾病・事業と同様に、在宅医療について、介護保険事業（支援）計画との

連携を考慮しつつ、都道府県が達成すべき数値目標や施策等を記載することにより、医療計画の実効性が高ま

るよう促すことが必要である。

４．精神疾患の医療体制の構築について

医療計画に定める疾病として新たに精神疾患を追加することとし、「精神疾患の医療体制構築に係る指針」

を策定することにより 都道府県において 障害福祉計画や介護保険事業（支援）計画との連携を考慮しつつを策定することにより、都道府県において、障害福祉計画や介護保険事業（支援）計画との連携を考慮しつつ、

病期や個別の状態像に対応した適切な医療体制の構築が行われるよう促すことが必要である。

５．医療従事者の確保に関する事項について医療従事者 確保 関する事項

今後、医療従事者の確保を一層推進するために、医療対策協議会による取り組み等に加えて、地域医療支

援センターにおいて実施する事業等（地域医療支援センター以外の主体による同様の事業を含む。）を医療計

画に記載し 都道府県による取り組みをより具体的に盛り込むことが必要である画に記載し、都道府県による取り組みをより具体的に盛り込むことが必要である。

６．災害時における医療体制の見直しについて

東日本大震災で認識された災害医療等のあり方に関する課題に対し、「災害医療等のあり方に関する検討

会」（座長：大友 康裕 東京医科歯科大学教授）が開催され、災害拠点病院や広域災害・救急医療情報システ

ム（ＥＭＩＳ）や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）のあり方、中長期的な災害医療体制整備の方向性等が検討され、

報告書がとりまとめられた 今後 都道府県が医療計画を策定する際に 本報告書 提案された内容を踏ま報告書がとりまとめられた。今後、都道府県が医療計画を策定する際に、本報告書で提案された内容を踏ま

えた適切な災害医療体制を構築するよう、促すことが必要である。
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医療計画の見直し等に関する検討会構成員 

 

（氏 名）        （役 職） 

 

伊
い

藤
とう

伸
しん

一
いち

日本医療法人協会副会長伊 藤 伸 一    日本医療法人協会副会長

尾
お

 形
がた

 裕
ひろ

 也
や

    九州大学大学院医学研究院教授 

神
かん

 野
の

 正
まさ

 博
ひろ

    全日本病院協会副会長 

齋
さい

藤
とう

訓
のり

子
こ

日本看護協会常任理事齋 藤 訓 子    日本看護協会常任理事

佐
さ

 藤
とう

   保
たもつ

    日本歯科医師会常務理事 

末
すえ

 永
なが

 裕
ひろ

 之
ゆき

    日本病院会副会長 

鈴
すず

木
き

邦
くに

彦
ひこ

日本医師会常任理事鈴 木 邦 彦   日本医師会常任理事

中
なか

 沢
ざわ

 明
あき

 紀
のり

    神奈川県保健福祉局保健医療部長 

長
なが

 瀬
せ

 輝
てる

 諠
よし

    日本精神科病院協会副会長 
ふし み きよ ひで

伏 見 清 秀    東京医科歯科大学大学院教授

布
ふ

 施
せ

 光
みつ

 彦
ひこ

    健康保険組合連合会副会長 

○ 武
む

 藤
とう

 正
まさ

 樹
き

     国際医療福祉大学大学院教授 
やま もと のぶ お

山
やま

 本
もと

 信
のぶ

 夫
お

    日本薬剤師会副会長 

吉
よし

 田
だ

 茂
しげ

 昭
あき

    青森県立中央病院長 

平成 23 年 12 月 16 日現在 

五十音順 敬称略
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五十音順、敬称略 

○：座長     

・二次医療圏の設定について・二次医療圏の設定について
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二次医療圏の設定について

現行二次医療圏の人口規模を確認

次医療圏

人口20万人以上の2次医療圏人口20万人未満の2次医療圏

二次医療圏
の検証

※なお、医療計

病院の療養病床及び一般病床の推計入院患者の
受療状況（流入患者割合、流出患者割合を確認）

※なお、医療計
画の見直しに際
しては、従来ど
おり、人口規模
に限らず すべ

流出型
（流入率<<流出率）

流入率20%未満、流出率20%以上

流出型以外

に限らず、すべ
ての医療圏の
現状について検
証を行い、現在
の医療圏の設流入率20%未満、流出率20%以上

面積、基幹病院までのアクセスなども考慮し、

主な流出先の医療圏との一体化など 二次医

の医療圏の設
定が適切かどう
か検討を行う必
要がある。

主な流出先の医療圏との 体化など、二次医
療圏の見直しを検討

※二次医療圏の設定を変更しない場合には、
その考え方を明記するとともに、医療の需給状その考え方を明記するとともに、医療の需給状
況の改善に向けた検討を行うこと

第9回医療計画の見直し等に関する検討会（平成23年12月7日）資料抜粋 9

各都道府県の人口20万人未満の二次医療圏の現状

S63年
人口20万人未満

かつ患者流入率20％未満 S63年
人口20万人未満

かつ患者流入率20％未満

人口20万人未満の
二次医療圏数
（島部を除く）

都道府県 都道府県
人口20万人未満の

二次医療圏数
（島部を除く）

二次医療圏数
（カッコ内は島部）

H22年

二次医療圏数
（カッコ内は島部）

H22年S63年 かつ患者流入率20％未満
かつ患者流出率20％以上

S63年

北 海 道 21 21 (0) 12 10 滋 賀 県 7 7 (0) 4 2

青 森 県 6 6 (0) 3 3 京 都 府 6 6 (0) 3 2

岩 手 県 9 9 (0) <7> <5> 大 阪 府 4 8 (0) 0 0

宮 城 県 5 7 (0) <4> <4> 兵 庫 県 10 10 (0) 3 1

かつ患者流入率20％未満
かつ患者流出率20％以上

（島部を除く）（島部を除く）H22年 H22年

宮 城 県 ( ) 兵 庫 県 ( )

秋 田 県 8 8 (0) 7 3 奈 良 県 3 5 (0) 1 1

山 形 県 4 4 (0) 1 0 和 歌 山 県 6 7 (0) 6 4

福 島 県 7 7 (0) <3> <3> 鳥 取 県 3 3 (0) 1 0

茨 城 県 6 9 (0) 0 0 島 根 県 6 7 (1) 5 4

栃 木 県 5 5 (0) 0 0 岡 山 県 5 5 (0) 3 2

群 馬 県 ( ) 広 島 県 ( )群 馬 県 10 10 (0) 6 0 広 島 県 10 7 (0) 2 1

埼 玉 県 9 10 (0) 1 1 山 口 県 9 8 (0) 4 2

千 葉 県 12 9 (0) 1 0 徳 島 県 3 6 (0) 5 3

東 京 都 13 13 (1) 0 0 香 川 県 5 5 (1) 2 1

神 奈 川 県 8 11 (0) 0 0 愛 媛 県 6 6 (0) 4 2

新 潟 県 13 7 (1) 0 0 高 知 県 4 4 (0) 3 2新 潟 県 13 7 (1) 0 0 高 知 県 4 4 (0) 3 2

富 山 県 4 4 (0) 2 0 福 岡 県 10 13 (0) 7 4

石 川 県 4 4 (0) 2 2 佐 賀 県 3 5 (0) 4 1

福 井 県 4 4 (0) 3 2 長 崎 県 9 9 (4) 2 2

山 梨 県 8 4 (0) 3 1 熊 本 県 10 11 (0) 10 4

長 野 県 10 10 (0) 5 4 大 分 県 10 6 (0) 4 3

岐 阜 県 ( ) 宮 崎 県 ( )岐 阜 県 5 5 (0) 1 0 宮 崎 県 6 7 (0) 6 3

静 岡 県 10 8 (0) 2 0 鹿 児 島 県 12 9 (2) 5 4

愛 知 県 8 11 (0) 2 0 沖 縄 県 5 5 (2) 1 1

三 重 県 4 4 (0) 1 0 計 345 349 (12) 151 <14> 87 <12>

※二次医療圏数は平成２２年４月現在

（カッコ内は被災３県における二次医療圏数）

※二次医療圏数は平成２２年４月現在

出典：平成２０年患者調査（医政局指導課による特別集計：二次医療圏別、病院の療養病床及び一般病床の推計入院患者の圏内への流入患者割合、圏外への流出患者割合）

第9回医療計画の見直し等に関する検討会（平成23年12月7日）資料抜粋
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・疾病・事業ごとのPDCAサイクルの推進について・疾病・事業ごとのPDCAサイクルの推進について
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現行 指針 改定（案）

疾病・事業ごとの疾病・事業ごとのPDCAPDCAサイクルの推進について①サイクルの推進について①

1 情報の収集
1 現状の

把握

現行の指針 改定（案）

○患者動向、医療資源・連携等に関する現状を、指標を
参考に把握

2 医療機能の明確

化及び圏域の設定
に関する検討

○指標で把握した現状に基づいて、疾病・事業ごとの圏
域を設定

2 圏域の
設定

4 課題の

3 連携の
検討

3 連携の検討及び
計画への記載

把 析 能 連

○医療機能を明確化した上で、関係機関の連携を検討
し、医療機関等の名称を記載

4 課題の
抽出

5 数値目

○把握した現状を分析し、求められる医療機能とその連
携を踏まえ、地域の医療提供体制の課題を抽出

○各地域における医療提供体制の課題を解決するに当4 数値目標及び

追加

5 数値目
標の設定

6 施策

○各地域における医療提供体制の課題を解決するに当
たっての数値目標を設定

○数値目標の達成及び各医療機能がより発揮されるた
めに行う施策 事業を策定

4 数値目標及び
評価

追加 6 施策

7 評価

めに行う施策・事業を策定

○評価を行う組織や時期を明記し、数値目標の達成状
況、施策・事業の進捗状況を評価

追

8 公表

、

○指標、課題、数値目標、施策・事業、評価等について、
ホームページ等で公表

追加
第8回医療計画の
見直し等に関する

検討会（平成23年11月16日）
資料一部改変 12



疾病・事業ごとのPDCAサイクルの推進について②

急性心筋梗塞 医療体制構築 係る現状把握 ため 指標例（案）

禁煙外来の実施医療機関数 心筋梗塞により救急搬送された患者数 循環器医師数、心臓血管外科医師数

【医療施設調査】 【患者調査（個票）】 【医師・歯科医師・薬剤師調査】

再発予防

◎ ○ ◎

予防 救護 急性期 回復期

急性心筋梗塞の医療体制構築に係る現状把握のための指標例（案）

救命救急センターを有する病院数、病床数

【医療施設調査】

心筋梗塞の専用病室（CCU）を有する病院及びその病床数

【医療施設調査】

冠動脈造影検査及び治療が実施可能な医療機関数

【医療施設調査】

ストラ

ク

チャ

◎

◎

◎

大動脈バルーンパンピング法が可能な医療機関数

【診療報酬施設基準】

心肺補助装置を使用することが可能な医療機関数

【診療報酬施設基準】

心臓リハビリテーションが実施可能な医療機関数

心臓血管手術が可能な医療機関数

チャー
指標

◎

◎

健康診断・健康検査の受診率 急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成手術数

【国民生活基礎調査】 【データ解析】

高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率 虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術数

【患者調査】 【データ解析】

脂質異常症患者の年齢調整外来受療率プロセ

◎ 発症から救急通報を行うまでに要した平均時間

救急要請（覚知）から医療機関収容までに要した
平均時間

◎

心肺停止が疑われる者に対して現場に居合わせ
者 救急蘇生 を実施 割合 使

◎
心臓リハビリテーションが実施可能な医療機関数

【診療報酬施設基準】

○

○

来院 臓 検査 時
【患者調査（個票）】

糖尿病患者の年齢調整外来受療率

【患者調査】

喫煙率

【国民生活基礎調査】

在宅等生活の場に復帰した患者の割合

プロセ
ス指標

◎

心肺停止を目撃してから除細動
までの時間（ＡＥＤ）

医療機関収容までに心停止していた
患者の割合

◎

○ た者により救急蘇生法を実施した割合（ＡＥＤの使
用を含む）

○

地域連携クリティカルパス導入率

来院から心臓カテーテル検査までに要した平均時間

在宅等生活の場に復帰した患者の割合

【患者調査（個票）】

◎
年齢調整死亡率

【人口動態調査】

アウト

カム指
標

○

◎
退院患者平均在院日数

【患者調査】

◎ 公開デ タ等 全都道府県で入手可能な指標 ○ デ タ解析等により入手可能な指標◎：公開データ等、全都道府県で入手可能な指標 ○：データ解析等により入手可能な指標

第9回医療計画の見直し等に関する検討会（平成23年12月7日）資料一部改変
13

疾病・事業ごとのPDCAサイクルの推進について③

第５次医療計画における評価及び公表について

５年以内の医療計画評価【有】
評価時期

１年毎 その他

○医療計画の評価○医療計画の評価

年以 医療計画評価【有】
１年毎 その他

都道府県数 33 21 12

○医療計画の評価結果の公表○医療計画の評価結果の公表

公表【有】 ホームページで公表

都道府県数 24 16

○医療計画の評価結果の公表○医療計画の評価結果の公表

都道府県数 24 16

医政局指導課調べ（都道府県への聞き取り調査）

○５年以内に医療計画の評価を行う予定がない都道府県がある○５年以内に医療計画の評価を行う予定がない都道府県がある。

○評価を行っている都道府県においても、１年ごとの評価を行っているのは２１都道府
県である。
○また 評価結果を公表している都道府県は２４と約半数○また、評価結果を公表している都道府県は２４と約半数。

第8回医療計画の見直し等に関する検討会（平成23年11月16日）資料
14



・医療従事者の確保に関する事項について医療従事者の確保に関する事項について

15

平成24年度予算（案） ７．３億円 （平成23年度予算 ５．５億円）
（２０箇所） （１５箇所）

医師の地域偏在（都市部への医師の集中）の背景

地域医療⽀援センター運営経費

 都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取組むコントロールタワーの確立。

 地域枠医師や地域医療支援センター自らが確保した医師など活用しながら キャリア形成支援と一体的に 地域の医師不足病院の医師確保を支援

地域医療支援センターの目的と体制

医師の地域偏在（都市部 の医師の集中）の背景
 高度・専門医療への志向、都市部の病院に戻れなくなるのではないかという将来への不安 等

 地域枠医師や地域医療支援センタ 自らが確保した医師など活用しながら、キャリア形成支援と 体的に、地域の医師不足病院の医師確保を支援。

 専任の実働部隊として、喫緊の課題である医師の地域偏在解消に取組む。

・人員体制 ： 専任医師２名、専従事務職員３名 ・ 設置場所 ：都道府県庁、○○大学病院、都道府県立病院 等

地域医療を志向する医師

大学

協力地域医療体験

地域医療機関

地域医療機関と県内中核病
院との間を循環しながらキ リ

最新の医療技術習得の
ための研修参加

地域医療機関Ａ県

Ｂ県

地域医療を志向する医師
に係る県域を越えた情報
交換と配置の調整

協力地域医療体験
事業への参加

地域医療機関

院との間を循環しながらキャリ
ア形成

地域医療⽀援センター
地域医療機関

医学部定員における地域枠の推移（ 年

Ｂ県

○ 都道府県内の医師不足の状況を個々の病院レベルで分析し、優先的に支援すべき医療機関を判断。

地域医療⽀援センタ
医学部定員における地域枠の推移（１年

次）

地域医療支援センターの役割

403

749

1171 1292

1000

1500

（募集人員）

医師のキャリア形成上の不安を解消しながら、大学と調整の上、地域の医師不足病院の医師確保

を支援。

○ 医師を受入れる医療機関に対し、医師が意欲を持って着任可能な環境作りを指導・支援。また、公的

補助金決定にも参画。

49 64 129 183
403

0

500

１６

年度

１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０

年度

２１

年度

２２

年度

２３

年度

 平成２４年度は、地域医療支援センターの取り組みが、より多くの都道府県で実施されるよう、５箇所増の２０箇所で運営に対する支援を行っていくことと

している。平成２４年度に設置される２０箇所の地域医療支援センターでの運営状況や成果等を広く周知していくことで、平成２５年度以降のより広域的な展
開に向けた取り組みを進めていく。

※今後、東日本大震災の被災地への医師確保の点からの支援や、地域における医師数の状況などを勘案し、新規設置の５箇所を選定する予定。 16



医療対策協議会 （医療法第３０条の１２に基づく）

医療対策協議会と地域医療支援センターの関係について（イメージ）

救急医療等確保事業※※に従事する医療従事者の確保をはじめとして、都道府県において必要

とされる医療の確保に関する方針などを定めるため 都道府県が中心となって地域の医療関係

医療対策協議会※（医療法第３０条の１２に基づく） ※各都道府県によりその正式名称は異なる。

とされる医療の確保に関する方針などを定めるため、都道府県が中心となって地域の医療関係
者と協議を行う場

※※救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療（小児救急医療を含む。）

構 成構 成
・ 特定機能病院、地域医療支援病院、公的医療機関等の病院関係者 ・ 医療従事者養成関係機関（大学等）
・ 診療に関する学識経験者の団体 ・ 関係市町村 ・ 地域住民を代表する団体 など

地域医療⽀援センタ

医師確保等の方針 取組状況の報告

地域枠医師や地域医療支援センター自らが確保した医師などを活用しながら、キャリア形成支
援と一体的に、地域の医師不足病院の医師確保を支援

地域医療⽀援センター

専任医師２名、専従事務職員３名

事務局の人員体制

大学、関係医療機関、医師会、病院団体、市町村等の代表者

運営委員会

都道府県が責任を持って、喫緊の課題である医師の地域偏在解消に取組む。
17

Ⅲ 社会保障・税一体改革についてⅢ 社会保障 税 体改革について

18



社会保障・税一体改革大綱（抄）

[平成24年2月17日 閣議決定][平成24年2月17日 閣議決定]

第１部 社会保障改革

第３章 具体的改革内容（改革項目と工程）第３章 具体的改革内容（改革項目と工程）

２．医療・介護等①

（１）医療サービス提供体制の制度改革（ ）医療サ 提供体制の制度改革

○急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅

医療の充実等を内容とする医療サービス提供体制の制度改革に取り組む。

＜今後の見直しの方向性＞

ⅰ病院・病床機能の分化・強化

・ 急性期病床の位置付けを明確化し 医療資源の集中投入による機能強化を図るなど・ 急性期病床の位置付けを明確化し、医療資源の集中投入による機能強化を図るなど、

病院・病床の機能分化・強化を推進する。

・ 病診連携、医療・介護連携等により必要なサービスを確保しつつ、一般病棟における長

期入院の適正化を推進する。

ⅱ在宅医療の推進

在宅医療の拠点となる医療機関の趣旨及び役割を明確化するとともに 在宅医療につ・ 在宅医療の拠点となる医療機関の趣旨及び役割を明確化するとともに、在宅医療につ

いて、達成すべき目標、医療連携体制等を医療計画に記載すべきことを明確化するなどに

より、在宅医療を充実させる。 19

ⅲ医師確保対策

・ 医師の地域間、診療科間の偏在の是正に向け、都道府県が担う役割を強化し、医師の

キャリア形成支援を通じた医師確保の取組を推進する。

ⅳチ ム医療の推進ⅳチーム医療の推進

・ 多職種協働による質の高い医療を提供するため、高度な知識・判断が必要な一定の行

為を行う看護師の能力を認証する仕組みの導入などをはじめとして、チーム医療を推進す為を行う看護師 能 を認証す 仕組 導 を 、 医療を推 す

る。

〈平成２４年度の主な関連施策等〉

（２）医療計画作成指針の改定等

○平成２４年度における都道府県による新たな医療計画（平成２５年度より実施）の策定に向○平成２４年度における都道府県による新たな医療計画（平成２５年度より実施）の策定に向

け、医療計画作成指針の改定等を年度内に実施する。

・医療機能の分化・連携を推進するため、医療計画の実効性を高めるよう、二次医療圏の設

定の考え方を明示するとともに、疾病・事業ごとのPDCAサイクルを効果的に機能させるよう

見直す。

・在宅医療について 達成すべき目標 医療連携体制 人材確保等を記載する在宅医療について、達成すべき目標、医療連携体制、人材確保等を記載する。

・精神疾患を既存の４疾病に追加し、医療連携体制を構築する。
20



高齢化が一段と進む中、どこに住んでいても、その人にとって適切な医療・介護サービスが受けられる社会
実 働 方に 保障 提供 期高額 療 受 患者 負 軽減 所得格差 踏

医療・介護の充実

■ 高度急性期への医

を実現。働き方にかかわらない保障の提供、長期高額医療を受ける患者の負担軽減、所得格差を踏まえ
た財政基盤の強化・保険者機能の強化など、医療保険・介護保険制度のｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ機能も強化します。

■ 高度急性期への
医療資源集中投入などの
入院医療強化

療
・
介
護
サ

ど 住 も

■ 在宅医療の充実、
地域包括ケアシステムの構築

サ
ー
ビ
ス
保
障 どこに住んでいても、

適切な医療・介護
サービスが

地域包括ケアシステムの構築障

受けられるように
■ 長期にわたり、高額な医療を
受ける患者の負担を軽減

医
療
・

受ける患者 負担を軽減

■ 低所得者への対応・
財政基盤の強化

・
介
護
保
険 財政基盤の強化

○ その他、高齢者医療制度の見直しや70～75歳の患者負
担の見直しを検討 21

医療・介護の充実①医療・介護機能の再編（将来像）
患者ニーズに応じた病院・病床機能の役割分担や、医療機関間、医療と介護の間の連
携強化を通じて より効果的・効率的な医療・介護サービス提供体制を構築します

【2011(H23)年】

高度急性期

【2025(H37)年】

【取組の方向性】

携強化を通じて、より効果的・効率的な医療・介護サービス提供体制を構築します。

一般病床

高度急性期

一般急性期地
域 「施

○入院医療の機能分化・強化と連携
・急性期への医療資源集中投入
・亜急性期、慢性期医療の機能強化 等

○地域包括ケア体制の整備般病床
（107万床）

亜急性期等

に
密
着
し
た
病
床

施
設
」か
ら
「

・在宅医療の充実
・看取りを含め在宅医療を担う診療所等
の機能強化

・訪問看護等の計画的整備 等

療養病床
（23万床）

長期療養

床
で
の
対
応

地
域
」へ
・「医

・在宅介護の充実
・居住系サービスの充実・施設ユニット化
・ケアマネジメント機能の強化 等

２０１２年診療報酬 介護報酬の同時
介護療養病床

介護施設
（92万人分）

介護施設

居住系サ ビス

医
療
」か
ら
「介

医療法等関連法を順次改正

２０１２年診療報酬・介護報酬の同時
改定を第一歩として取り組む

（92万人分）

居住系サービス
（31万人分）

在宅サ ビス

居住系サービス

在宅サ ビス

介
護
」へ

【患者・利用者の方々】
・ 病気になっても、職場や地域生活へ早期復帰
・ 医療や介護が必要になっても、住み慣れた地

域での暮らしを継続

医療・介護の基盤整備・再編のための集中的・計画的な投資

在宅サービス 在宅サービス域での暮らしを継続

22



■ 高度急性期への医療資源集中投入などの入院医療強化 どこに住んでいても その人にとって適切な医

在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築
医療・介護の充実②

・グループホーム
（16→37⼈分）
⼩規模多機能退院したら退院したら

■ 高度急性期への医療資源集中投入などの入院医療強化
■ 在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築

どこに住んでいても、その人にとって適切な医
療・介護サービスが受けられる社会へ

改⾰のイメージ
病気にな たら病気にな たら

（⼈員１.6倍
〜2倍）

＜地域包括ケアシステム＞＜地域包括ケアシステム＞
（⼈⼝１万⼈の場合）（⼈⼝１万⼈の場合）

・⼩規模多機能
（0.25か所→２か所）
・デイサービス など

退院したら退院したら

医療
介護 ・介護⼈材

(207→

病気になったら病気になったら 2倍）

急性期病院

通院

医療 (207→
356〜375⼈)

通所
亜急性期 回復

救急・⼿術など⾼度医療早期退院
包括的包括的

マネジメントマネジメント

・在宅医療連携拠点
訪問介護
・看護

住まい・在宅医療等
（１⽇当たり
17→29⼈分）

・24時間対応の定
期巡回・随時対応
サ ビス（15⼈

在宅医療
・訪問看護

亜急性期・回復
期リハビリ病院 ・地域包括⽀援

センター
・ケアマネジャー

地域の連携病院

⾃宅・ケア付き⾼齢者住宅

17→29⼈分）
・訪問看護
（１⽇当たり
2９→49⼈分）

サービス（15⼈
分）

※地域包括ケア
は ⼈⼝１万⼈程

元気でうちに
帰れたよ

集中リハビリ
→早期回復

⽇
常
の
医
療

かかりつけ医

⽼⼈クラブ・⾃治会・介護予防・⽣活⽀援 等

は、⼈⼝１万⼈程
度の中学校区を単
位として想定

・医療から介護への
円滑な移⾏促進

・相談業務やサービ
スのコーディネート

かかりつけ医

⽼⼈クラブ ⾃治会 介護予防 ⽣活⽀援 等

⽣活⽀援・介護予防
※数字は、現状は2011年、目標は2025年のもの

・地域の病院、拠点病院、回復期病院の役割
分担が進み、連携が強化。

・発症から⼊院、回復期、退院までスムーズ
にいくことにより早期の社会復帰が可能に 23


